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賃上げを実施する企業に対する加点措置の
運用について



九州地方整備局
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賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用【工事】

■適用工事及び実施時期

・総合評価落札方式の調達における全ての工事
・令和４年４月１日以降に契約を行う工事 （※但し、令和３年１２月２４日以降に公告を開始する工事）

■賃上げ評価点の加点措置の考え方

評価点＝
入札価格

標準点＋加算点＋施工体制評価点

入札価格
評価点＝

標準点＋（加算点＋賃上げ加点）＋施工体制評価点

※変更点：加算点に「賃上げ加点」を加点（又は減点） ※減点は減点措置通知後の調達から実施

変更後

変更前

■賃上げ加点の加点・減点の配点

総合評価落札方式のタイプ
加算点

（賃上げ加点を除く）
賃上げ加点 加算点合計 減点

技術提案評価型(WTO型) 60 4 64 5
技術提案評価型(S型)
(試行)技術提案評価型(S型)チャレンジ型
(試行)技術提案評価型(S型)地元作業船活用評価型
(試行)技術提案評価型(S型)地元企業受注機会確保型
(試行)技術提案評価型(S型)地元企業活用審査型
施工能力評価型(Ⅰ型)
施工能力評価型(Ⅰ型)施工計画重視型
(試行)施工能力評価型(Ⅰ型)チャレンジ型
施工能力評価型(Ⅱ型)

施工能力評価型(Ⅱ型)施工体制確認型以外 30 2 32 3

40 3 43 4

50 3 53 4

※評価項目の見直し（赤字）



九州地方整備局
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賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用【業務】

■適用業務及び実施時期

・総合評価落札方式の調達における全ての業務
・令和４年４月１日以降に契約を行う業務 （※但し、令和３年１２月２４日以降に公告を開始する業務）

■賃上げ評価点の加点措置の考え方

評価点＝技術評価点＋価格評価点
技術評価点＝６０点 ×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）
技術評価の得点合計＝（配置予定技術者の経験及び能力に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（履行確実性度）

□ 技術評価の得点合計に「賃上げ加点」を加点（又は減点）し、技術評価点を算出する。

※減点は減点措置通知後の調達から実施変更後

変更前

■賃上げ加点の加点・減点の配点

評価点＝技術評価点＋価格評価点
技術評価点＝６０点 ×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）
技術評価の得点合計＝（配置予定技術者の経験及び能力に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（履行確実性度）＋（賃上げ加点）

※評価項目の見直し（赤字）

総合評価落札方式のタイプ
技術評価の配点合計
（賃上げ加点を除く）

賃上げ加点 技術評価の配点合計 減点

チャレンジ型１：１

チャレンジ型１：１（手持ち業務量評価型）

簡易型１：１、実施方針確認型１：１

簡易型１：１、実施方針確認型１：１（手持ち業務量評価型）

標準型１：２、１：３

発注者支援業務等（技術審査補助、発注補助） 75 4 79 5
発注者支援業務等（施工状況確認等補助、監督等補助） 80 5 85 6
チャレンジ型１：１

簡易型１：１

標準型１：２、１：３

106

106

7

7

測
量
・
調
査
業
務

建
設
コ
ン
ル
タ
ン
ト

等
業
務

100

100 6

6


